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奈良市議会議員政治倫理条例・取りまとめ改正案 ver.1.1 

＜H24.7.4 現在＞ 

素  案 取りまとめ改正案 ver.1 公明党 日本共産党 政 翔 会 民主党・政友会 無所属 松石聖一 

（前文） 

 

 奈良市議会が目指す「市民と共に歩む開かれた議会づくり」は、市民と議員における揺るぎない相互の信頼関係という基盤の上に成り立つものである。そのためには、政治倫理に関する規律をさらに高め、議員は市民の代表であるという自覚と良識をもち、

自らの明確な政治倫理規準に基づき公明正大な市政の推進に努めるとともに、誇りと使命感をもって市政を担いつつ、常に説明責任を果たしていくことが必要である。ここに、市民と議員との信頼関係の確立に向け、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、奈良市議会議員(以下｢議員｣

という)が市民の厳粛な信託によるものであるこ

とを認識し、市民全体の奉仕者として、その人格

と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を

不正に行使して、自己の利益を図ることのないよ

う必要な措置を定めることにより、市政に対する

市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対す

る正しい認識と自覚をもち、もって公正で開かれ

た市政の発展に寄与することを目的とする。 

（目的） 

第１条 この条例は、奈良市議会議員(以下｢議員｣

という。)が市民の厳粛な信託によるものである

ことを認識し、市民全体の奉仕者として、その人

格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力

を不正に行使して、自己の利益を図ることのない

よう必要な措置を定めることにより、市政に対す

る市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対

する正しい認識と自覚をもち、もって公正で開か

れた市政の発展に寄与することを目的とする。 

 

【注釈】 

原案をベースに各党会派等の意見を踏まえて

一部を補正、修正した。 

 

 

※前文との整合性を図り、「目的」にふさわし

い肯定的な表現とするため、条例案の「自己の

地位による影響力を不正に行使して、自己の利

益を図ることのないよう必要な措置を」の箇所

を、「議員活動を行う際に遵守すべき政治倫理

に関する基本となる事項について」という文章

に変更する。 

※現行条例のままで良

い。 

 

第１条 この条例は、奈

良市議会議員（以下

「議員」という。）の

政治倫理に関する規

律の基本となる事項

を定めることにより、

議員の政治倫理の確

立を図り、もって市民

に信頼される民主的

な市政の発展に寄与

することを目的とす

る。 

 

○前文について「二度

と不祥事を生じない体

質への変革が必要であ

り」を削除すべき 

 

○（案）第１条につい

て、 

自己の地位による影響

力を不正に行使して、

自己の利益を図ること

のないよう必要な措置

を定めることにより、

を削除すべき 

原案賛成 「市民全体の奉仕者と

して」→「全体」の文言

不要ではないか 

 

 

もって ① 公正で開

かれた市政の発展に寄

与する 

→公平の文言を入れる

ことはできないか（①

に） 

（議員の責務） 

第２条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚

し、市民に対し、自ら進んでその高潔性を実証す

るとともに常に市民全体の利益を擁護し、公共の

利益を損なうようなことがあってはならない。 

（議員及び市民の責務） 

第２条 議員は、市民の代表者として市政に携わる

権能と責務を深く自覚して自ら研さんを積み、資

質を高めるとともに、市民に対し、常に政治倫理

に関する高潔性を示すことができるよう努めな

ければならない。 

２ 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共

の利益を実現する責任を負うことについて自覚

をもち、議員に対して、その地位による影響力を

不正に行使させるような働きかけを行ってはな

らない。 

 

【注釈】 

市長側条例と整合性をとった。市民の責務は削

除せずに簡易な文面にて議員の責務と統合した） 

※「議員の責務」の項目は、より具体的な条項

を盛り込むべきであると考え、他市の条例を

参考にして、以下のような条文としました。 

（議員の責務） 

第２条 議員は、市政に関わる権能と責務を深

く自覚し、自ら研鑽を積み、資質を高めてそ

の品位保持に努めるとともに、次条に規定す

る政治倫理基準を遵守して政治活動を行わな

ければならない。 

２ 議員は公正な職務を妨げるいかなる不当な

要求にも屈してはならない。 

３ 議員は、政治倫理に反する事実があるとの

疑惑が持たれたときは、自ら率先して誠実か

つ真摯に、真実を明らかにして説明責任を果

たさなければならない。 

※正副委員長案で良い。  原案賛成 ①市民の信頼に値する

倫理性を自覚し、市民に

対し、 

→応え 

 

②公共の利益を損なう

ようなことがあっては

ならない。 

→一部への不公平な利

益誘導を行って 
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（市民の責務） 

第３条 市民は、自らも主権者として市政を担い、

公共の利益を実現する責務を負うものであると

の自覚をもち、議員に対し、次に掲げる働きかけ

を行ってはならない。 

（1） 前条第１項第３号に規定する工事等の指名ま

たは選定の依頼 

（2） 市職員の採用に関しての推薦または紹介の依

頼 

（3） 道義的批判を受けるおそれのある寄付行為 

（4） 飲食の供与等社会通念上疑惑をもたれるおそ

れのある行為 

（5） その他、その地位による影響力を不正に行史

させるような働きかけ 

全文削除 

（第２条と統合するため） 

※「市民の責務」は、議会議員政治倫理条例に

おいて必要性がないと考えますので、削除とし

ました。 

※市民の責務について

は条例に盛り込む必要

はないと考え、第３条に

ついては全体を削除す

る。 

○（案）第３条と第４

条を入れ替えるべき 

【民主党】 

(1) 前条第１項第３

号に規定する工事等

の・・・は、第４条

第１項第３号を示す

ものであり、第３条

と第４条を入れ替え

ること。 

 

(5）行史→行使 

 

【政友会】 

削除すべき 

不正に行史させるよう

な働きかけ 

→不正に行使するよう

な働きかけ 

（政治倫理基準） 
第４条 議員は、公職にある者に対して適用される
法律のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しな
ければならない。 

（1） 議員は、市民全体の奉仕者として品位と名誉
を損なうような一切の行為を慎み、その職務に
関し不正の疑惑をもたれるような恐れのある
行為をしてはならない。 

（2） 議員は、刑法上の規定による贈収賄罪に該当
するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせ
るような金品等の授受の行為をしてはならな
い。 

（3） 議員は、市、及び市の出資法人（市が資本金
、基本金その他これに準ずるものの２分の１以
上を出資している法人、及び市と密接な関係に
あると認められる法人をいう。以下同じ。）が
関係する公共工事、業務委託、物品納入及び使
用資材の購入（以下「工事等」という）並びに
これらの下請けに関して特定の個人、企業、団
体等の推薦又は紹介をするなど有利な取り計
らいをしてはならない。 

（4） 議員は、市が行う許認可等の処分や指定管理
者の指定に関して特定の個人、企業、団体等の
推薦又は紹介をするなど有利な取り計らいを
してはならない。 

 
（5） 議員は、公正な人事を図るため、市職員（臨

時職員を含む）の採用、並びに市職員の昇格、
異動の人事に関して推薦、紹介等の関与をして
はならない。 

 
 
（6） 政治活動に関して法人その他の団体（政党そ

の他の政治団体を除く。）から寄附等を受けな
いものとし、その後援団体についても、政治的
又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等
を受けさせてはならない。 

（7） 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又
は地位による影響力を不正に行使するよう働
きかけてはならない。 

（政治倫理規準） 

第３条 議員は、公職にある者に対して適用される

法律のほか、次に掲げる政治倫理規準を遵守しな

ければならない。 

(1) 市民の代表者として品位と名誉を損なうよう

な一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑

を持たれるおそれのある行為をしないこと。 

(2) 市民全体の奉仕者として行動するものとし、そ

の地位を利用していかなる金品も授受しないこ

と。 

(3) 市（市の出資法人（市が設立した公社並びに市

が資本金、基本金その他これらに準じるものを出

資している公益財団法人、一般財団法人及び株式

会社をいう。以下同じ。）を含む。次条第１項に

おいて同じ。）が締結する工事、製造その他の請

負契約（下請負を含む。）、一般物品納入契約及

び業務委託契約（以下「請負契約等」という。）

並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定

する指定管理者（以下「指定管理者」という。）

の指定に関して特定の業者を紹介し、若しくは推

薦し、又は妨害し、若しくは排除する等の働きか

けをしないこと。 

(4) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関して推薦

又は紹介をしないこと。 

(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は

地位による影響力を不正に行使するよう働きか

けないこと。 

(6) 政治活動に関して法人その他の団体から政治

的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附

を受けないものとし、その資金管理団体について

も、同様とすること。 

(7) その地位を利用して、市職員に対する物品等の
販売その他市職員との各種契約の締結を行わ
ないこと。 

 

※◎条例案をもとにし、より具体的な倫理基準

を表現するべきであると考え、先進事例に習い、

条文を変更致しました。尚、条例案第１項は、

は以下のように公明党案に含まれると考えま

す。 

 ・条例案第４条１項 1 号⇒公明党案第２条１

項と第４条１項 

 ・条例案第４条１項２号⇒公明党案第４条２

項 

 ・条例案第４条１項３号⇒公明党案第４条１

項１号 

 ・条例案第４条１項４号⇒公明党案第４条１

項４号 

 ・条例案第４条１項５号⇒公明党案第４条１

項３号 

 ・条例案第４条１項６号⇒公明党案第４条４

項 

 ・条例案第４条１項７号⇒公明党案第４条３

項 

 ・条例案第４条１項８号⇒公明党案第４条３

項 

 ◎条例案第１項９号につきましては、必要性

がないと考えますので、削除しております。 

（政治倫理基準の遵守） 

第３条 議員は、市長その他の執行機関及びそ

の補助機関並びに関係団体（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４４条の２第３項に規定する市の指定管

理者及び市が資本金その他これに準ずるもの

を出資している法人をいう。以下同じ。）及

びその役職員（以下「職員等」という。）に

対し、その地位を利用することにより、次に

掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨

げ、又は妨げるような働きかけをしてはなら

ない。 

※（１）について、あえ

て言えば根本的な問題

で当然の内容。明記する

必要があるのか。削除し

ても良いのではと思え

る。（第１条、第２条で

もカバーできるのでは

ないか）、ただし、絶対

削除ということではな

い。 

 

※（２）正副委員長案で

良い。 

※（３）（４）それぞれ

必要と思うが、ひと

つにまとめてもい

いのでは。 

※（５）（６）（７）正

副委員長案で良い。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○（案）第３条と第４

条を入れ替えるべき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民主党】 

第３条と入れ替える

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）検討が必要 

   →紹介について 

 

（６）？ 
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（8） 議員は、その地位を利用して、市職員に対す
る物品等の販売その他市職員との各種契約の
締結を行ってはならない。 

（9） 議員は、市の出資法人又は市が補助金等を交
付する団体等の役員に就任してはならない。 

２ 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑

惑がもたれた場合は、第７条に定める政治倫理審

査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明

に当たるとともに、その職責を明らかにしなけれ

ばならない。 

(8)議員は、市の出資法人又は市が補助金等を交付

する団体等の役員に就任してはならない。 

 

 

２ 議員は、前項に規定する政治倫理規準に違反す

る事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠

実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、

その責任を明らかにしなければならない。 

 

【注釈】 

  市条例との均衡上、「基準」を「規準」に改め

る。 

  各党会派等の意見を踏まえ、第３号及び第４号

については市条例の規定との均衡を図りつつ統

合して第３号とする。 

  素案第８号についてはver.1では存続させ、専

門的知見の活用によるアドバイスに期待するこ

ととした。 

  素案第９号については、実態として団体の役員

というものは多種多様であり、この規定により就

任しないように強制までして守るべき「法益」な

のかという問題がある。また、補助金等の交付が

問題であるならば、市側の補助金等交付事務手続

の公正性が確保されればよい。よってver.1とし

ては条文として削除することとしたが、何らかの

規制の可能性について専門的知見の活用による

アドバイスを仰ぐこととする。 

  なお、一部の市では、社会福祉法人や学校法人

については、議員がその役員に就任することを自

粛するよう定めているところもあるので、取り入

れても良いのではないかと思われるが、ver.1で

は見送った。 

  その他表現上の技術的整備を行った。 

 

（１）公共工事その他請負等のあっせん 

（２）公共施設の入居等の契約に関しての推薦 

（３）執行機関の補助機関及び関係団体の役職

員の採用、異動、昇任その他の人事への関

与 

（４）許認可及び補助金その他の給付の決定へ

の関与 

（５）前４号に掲げるもののほか、職員等の公

正は職務の執行を妨げる行為 

（６）議員は、その地位を利用して、市職員に

対する物品等の販売その他市職員との各

種契約を行ってはいけない。 

２ 議員はその地位を利用して、いかなる金品

も受領してはならない 

３ 議員は、その地位を利用して、特定の個人

又は団体に対して嫌がらせをし、強制し、又

は圧力をかける行為をしてはならない。 

４ 議員は、政治的又は道義的な批判をうける

おそれのある政治活動に関する寄附（議員の

後援団体に対するものを含む。）を受けては

ならない。 

５ 議員は、公職選挙法（昭和２５年法律第１

００号）その他の選挙に関する法令に定める

寄附、飲食の供与等その他の不正の疑惑を持

たれる行為をしてはならない。 

６ 議員は、政治倫理に違反する事実があると

の疑惑がもたれた場合は、第 条に定める政

治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもっ

て疑惑の解明に当たるとともに、その職責を

明らかにしなければならない。 

※（８）議員は、その地
位を利用して、市職
員に対する物品等
の販売その他市職
員との各種契約の
締結を行ってはな
らない。（ただし政
党の機関紙誌に係
わるものをのぞく） 

 

※太字下線部分を挿入 

 

※（９）は必要ないので

削除する。 

 

共産党から後日、具体的

にどのような政治活動

を規制すべきではない

のかを明記した資料が

提出される。 

  

 

 

○（9）については削除

すべき 

 

 

【政友会】 

(9)は削除すべき 

 

 

（９）不要かも知れない 
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（市の工事等の契約に関する遵守事項） 

第５条  議員の配偶者並びに３親等以内の親族ま

たは同居の親族、議員が役員をしている企業、議

員が実質的に経営に携わっている企業は、第４条

第１項第３号に規定する工事等の直接契約につ

いて辞退しなければならない。 

２ 議員は、前項の規定により関係企業が契約を辞

退するときは、市民に疑惑をもたれないように責

任をもって関係企業の辞退届を提出するものと

する。 

３ 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から30

日以内に市議会議長（以下「議長」という） に

提出するものとする。 

４ 議長は、前項の規定により提出された辞退届の

写しを市長に送付しなければならない。 

５ 市長は、議員の辞退届の提出状況を公表するも

のとする。 

 

（請負契約等の契約に関する遵守事項） 

第４条 議員は、法第９２条の２の規定の趣旨を尊

重し、議員、その配偶者若しくは２親等以内の親

族が役員をしている企業又は議員が実質的に経

営に関与している企業に対し、市に対する請負契

約等及び指定管理者の指定の申入れを辞退させ

るよう努めなければならない。 

２ 議員は、前項の規定により関係企業が契約を辞

退するときは、市民に疑惑をもたれないように責

任をもって関係企業の辞退届を提出するよう努

めなければならない。 

３ 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から３０

日以内（任期開始の日後に第１項に規定する事実

が発生した場合にあっては、当該事実が発生した

日から３０日以内）を目途として議長に提出する

ものとする。 

４ 議長は、前項の規定により提出された辞退届の

写しを市長に送付しなければならない。 

５ 市長は、議員の辞退届の提出状況を公表するも

のとする。 

 

【注釈】 

  市条例の規定との均衡上、所要の条文整備を行

った。（指定管理者も加えた） 

  ここでは「営業の自由」の制約についての実際

上の問題が生じるが、政治倫理の確立という「公

益」の確保のための一つの手段として市条例との

整合性も勘案し、公共の福祉の観点から努力義務

としてであれば２親等まで認められるものと考

えた。ただし、努力義務違反をどこまで追求する

かの問題や、努力義務が実質的な規制となる可能

性もあるので、専門的知見の活用によるアドバイ

スに期待することとしたい。なお、タイミングに

よっては府中市事件の最高裁判決も取り入れる

こととしたい。 

 

 

※◎公明党案の第１項は、市側条例案を踏襲し

ております。ただし、地方自治法の引用は、

議員が該当する第９２条としております。ま

た文末を、規範規定から努力規定へと、変更

しております。 

 ◎第２項は、基本的には条例案第２項と同じ

ですが、文末を努力規定に変更しております。 

 ◎第３項は、条例案第３項と同じ内容の条文

としております。 

 ◎条例案の第４項及び第５項につきまして

は、市長と議員は対等の立場であり、市長は

議員の監督責任を負うことはない、との考え

から削除しております。代わりに、公明党案

第４項は、議長の公表権限を明記しておりま

す。 

（市の工事等の契約に関する遵守事項） 

第４条 議員は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９２条の２の規定の趣旨を尊重

して、議員の配偶者並びに２親等以内の親族

または同居の家族、議員が役員をしている企

業、議員が実質的に経営に携わっている企業

に対し、市の請負契約（下請負を含む。）、

一般物品納入契約、業務委託契約（以下「請

負契約等」という。）及び指定管理者の指定

の申し入れを辞退させるよう努めなければな

らない。 

２ 議員は、前項に規定する関係企業が契約を

辞退するときは、市民に疑惑をもたれないよ

うに責任をもって関連企業の辞退届を、議長

に提出するよう努めなければならない。 

３ 辞退届は、任用開始の日から３０日以内を

目途に提出するものとする。 

４ 議長は、辞退届の提出状況を公表するもの

とする。 

※市の方針との整合性

をはかる。 

第５条案に関連して、 

広島県府中市議会政治

倫理条例に関わる損害

賠償請求事件の控訴審

判決（昨年１０月広島

高裁）において「２親

等以内の親族が経営す

る企業は市が発注する

工事の契約を辞退しな

ければならず、」とい

う政治倫理条例条文が

「憲法上保障された経

済活動の自由及び議員

活動の自由を制限でき

る合理性や必要性が認

められず、無効」とい

う司法判断が出され

た。 

現在、最高裁に上告中

であり、現段階では、

当該条文について議論

を進めるべきではない

と考える。慎重に審議

すべきであり、議論の

対象から外すべきでは

ないか。 

【民主党】 

議員の配偶者並びに

３親等以内の親族ま

たは同居の親族、議

員が役員をしている

企業、議員が実質的

に経営に携わってい

る企業は、第４条第

１項第３号に規定す

る工事等の直接契約

について辞退しなけ

ればならない。           

↓ 

第３条１項第３号と

する。 

 

 

 

【政友会】 

３親等内の親族につ

いては、現在検討さ

れている奈良市政治

倫理条例との整合性

を参考にして議会と

して態度を決めるべ

き 

企業等に在籍する議員

の扱いをどうするか 
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（宣誓書の提出） 

第６条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を

行うものとし、議員の任期開始の日から30日以内

に、別に定める宣誓書を議長に提出しなければな

らない。 

２ 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員がある
ときは、その氏名を速やかに公表しなければなら
ない。 

（宣誓書の提出） 

第５条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行

うものとし、議員の任期開始の日から３０日以内

に、別に定める宣誓書を議長に提出しなければな

らない。 

２ 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員がある

ときは、その氏名を速やかに公表しなければなら

ない。 

 

（内容は変更なし） 

【注釈】 

  各党会派等の意見においては「削除」という意

見もあったが、他市にも例があるため ver1 では

残存させ、専門的知見の活用による意見を期待す

ることとした。 

 

※「宣誓書の提出」という条項につきましては

調査の結果、２つのタイプがあり、比較検討

する意味で、公明党案としては、条例案とは

異なるもう一つのタイプの条文を、提示して

おります。条例案に比べると公明党案は、強

制力を少し和らげた条文となっております。 

（宣誓書の提出） 

第５条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓

を行うものとし、別に定める宣誓書を議長に

提出しなければならない。 

２ 議長は、前項により規定された宣誓書を保

管しなければならない。 

 

※条例の遵守は当然の

ことと考える。特に本条

例は議会自らが策定す

る条例という点を考え

ても、あえて宣誓書の提

出がいるのか疑問。した

がって第６条について

は全体を削除する。 

 原案賛成 宣誓書を提出しない議

員 

→宣言書を提出した議

員 

（市民の調査請求権） 

第７条 市民は、議員が第２条及び第４条の規定に

違反する疑いがあると認めるときは、これを証す

る書面を添え、議員３名以上の紹介、又は地方自

治法第18条に定める選挙権を有する者の100人以

上の連署とともに、文書で議長に調査を請求でき

る。 

２ 議長は、前項の規定による請求を受けたときは

、10日以内にその書面の写しを添えて奈良市政治

倫理審査会条例（平成○年奈良市条例第○条）に

基づき設置する奈良市政治倫理審査会（以下「審

査会」という）に調査を求めるものとする。 

（市民等の調査請求権） 

第６条 議員が次の各号のいずれかに違反する疑

いがあるときは、市民にあっては有権者（法第１

８条に規定する選挙権を有する者をいう。以下同

じ。）１人から、議員にあっては会派の異なる３

人以上の者の連署をもって、これを証する資料を

添付した調査請求書を提出して、議長に調査を請

求することができる。 

(1) 第３条に規定する政治倫理規準 

(2) 第４条に規定する請負契約等に関する遵守事

項 

２ 議長は、前項の規定による調査の請求があった

ときは、奈良市政治倫理審査会条例（平成  年

奈良市条例第  号。以下「審査会条例」という

。）に基づき設置する奈良市政治倫理審査会（以

下「審査会」という。）による調査を求めるため

、調査請求書（添付資料を含む。）の写しを遅滞

なく市長に送付しなければならない。 

【注釈】 

  市条例にあっては市民一人から調査の請求が

できることとなっているため、制度としての均衡

上、原案の「１００人以上」から「１人から」に

改めることとした。 

  また、調査の請求の手続として、政治倫理条例

のいわゆる三本建て構成を前提に、議長は市長に

関係書類を送付することとした。その他条文の整

備を行った。 

（大津市の事例にならい、会派の異なる議員３名と

した） 

 

 ※場合によっては調査請求乱発のおそれもある

ので、専門的知見の活用も含め、十分な協議を行

いたい。 

 

（市民の調査請求権） 

第６条⇒条文は、奈良市側条例案との整合性を

持たせた内容とする。 

（市民の調査請求権） 

第６条  市民は、議員

が第２条及び第４条

の規定に違反する疑

いがあると認めると

きは、これを証する書

面を添え、議員３名以

上の紹介、又は地方自

治法第18条に定める

選挙権を有する者の

100人以上の連署とと

もに、文書で議長に調

査を請求できる。 

  

      部分は削除

する。 

  

 ２は正副委員長案で

良い。 

現行政治倫理条例第４

条「総数の２００分の

１以上の者の連署」で

よいと考える。 

（現在の有権者数で

1,500人程度） 

 

「市民」の定義を明確

化した。 

原案賛成 第７条 市民は、議員が

第２条及び第４条の

規定に違反する疑い

があると認めるとき

は、これを証する書面

を添え、地方自治法第

18条に定める選挙権

を有する者1000人の

以上の連署とともに、

議長に調査を請求で

きる。 

２ 議長は、前項の規定

による請求を受けたと

きは、10日以内にその書

面の写しを添えて（仮

称）請求審査検討委員会

を開催し、結果を受けて

奈良市政治倫理審査会

条例（平成○年奈良市条

例第○条）に基づき設置

する奈良市政治倫理審

査会（以下「審査会」と

いう）に調査を求めるも

のとする。 

 

（請求人の人数につい

ては、別途検討が必要） 
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（審査会の調査） 

第８条 審査会は、第７条第２項の規定により調査

を求められたときは、当該事実の存否の調査を行

い、60日以内に調査結果報告書を議長に提出しな

ければならない。 

２ 議長は、前項の規定により調査結果の報告書の

提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で

回答するとともに、速やかに公表しなければなら

ない。 

３ 審査会は、第1項の調査を行うため、関係者か

ら資料の提出を求め、事情聴取を行うことができ

る。 

全文削除 

【注釈】 

  審査会条例事項については策定できないため

削除 

 

（審査会の調査） 

第７条⇒条文は、原案どおり。 

 ※第３回奈良市政治

倫理条例検討委員会の

傍聴報告（２）議員政治

倫理条例の問題点につ

いて〈検討委員より口頭

による指摘〉⑥議会で附

属機関である審査会に

ついての規定を論ずる

ことは越権行為である。

との指摘を受ければ、第

１項、第３項については

削除するのが望ましい

のでは。 

現在、市の検討委員会

で検討されている内容

と整合性をとるべき 

原案賛成 ４請求人は必要に応じ

審査会に出席して意見

を述べなければならな

い。 

（遵守事項の違反行為に対する措置） 

第９条 議員が第４条に違反している疑いがある

場合、議長は、速やかに審査会に調査を依頼しな

ければならない。 

２ 前項の規定により調査した結果、第４条の規定

に違反しているとの結果が出た場合は、市長は、

当該契約を締結してはならない。この場合におい

て、市長は、その旨を公表するものとする。 

全文削除 

【注釈】 

 原案第９条において、第４条の遵守事項の違反に

ついてのみ特定し、議長が審査会に調査を依頼す

る等その手続について明記する必要性について

は疑問がある。また、直接審査会に諮ることは本

条例に規定することはできない。 

  第２項については、市長の行為であるため本条

例に規定することはできない。 

  以上より、原案第９条は削除することとした

が、専門的知見の活用によるアドバイスにて確認

したい。 

  

（遵守事項の違反行為に対する措置） 

第８条⇒条文は、原案どおり。 

※第３回奈良市政治倫

理条例検討委員会の傍

聴報告による（２）議員

政治倫理条例の問題点

について〈検討委員より

口頭による指摘〉⑦議長

が直接審査会に審査を

依頼することはできな

い。との指摘事項との整

理がいる。 

 原案賛成  

（贈収賄罪による起訴後の説明会） 

第10条 議員が刑法第197条から第197条の4まで及

び第198条に定める贈収賄罪により起訴され、な

おその職にとどまろうとするときは、議長は、当

該議員の請求により、市民に対する説明会を開催

し、当該議員に出席、釈明させるものとする。 

２ 前項の説明会開催請求は、起訴された日から50

日以内にしなければならない。 

 

（職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会） 

第７条 議員が刑法（明治４０年法律第４５号）第

１９７条から第１９７条の４までの各条及び第

１９８条に規定する贈収賄罪並びに公職にある

者等のあっせん行為による利得等の処罰に関す

る法律（平成１２年法律第１３０号）に規定する

犯罪その他職務に関連する犯罪（以下これらを

「職務関連犯罪」という。）により起訴された後、

引き続きその職にとどまろうとするときは、当該

議員は、逮捕され、又は勾留されている場合を除

き、その理由を市民に説明する会（以下「説明会」

という。）の開催を議長に求めなければならない。 

２ 議長は、前項の規定による開催の請求があった

ときは、説明会を開催しなければならない。この

場合において、当該議員は、説明会に出席し、説

明をしなければならない。 

３ 前項の規定による説明会が開催されないとき

は、市民にあっては有権者地方自治法第１８条に

規定する選挙権を有する者の１００人以上、議員

にあっては会派の異なる３人以上の者の連署を

もって、議長に説明会の開催を請求することがで

きる。 

（起訴後の説明会） 

第９条 議員が刑法第 197 条から第 197 条の 4

まで及び第 198 条に定める贈収賄罪及

び公職にある者等おあっせん行為によ

る利得等の処罰」に関する法律（平成

１２年法律第１３０号）定めるその他

刑事犯の容疑により起訴され、なおそ

の職にとどまろうとするときは、議長

は、当該議員に出席、釈明させるもの

とする。⇒第１項については、一部修

正。太字下線部のとおり、奈良市側条

例案第１３条第１項の条文を追加し、

条項名も変更しております。第２項は、

原案どおり。 

※正副委員長案で良い。 現実的に、公判段階に

ある議員に出席・釈明

の場を求めることは、

公判自体にも影響を及

ぼしかねない問題であ

り、説明会に出席する

ことが法律的に可能な

のか、慎重に検討する

必要がある。 

原案賛成 （贈収賄罪による起訴

後の説明会） 

第10条 議員が刑法第

197条から第197条の4

まで及び第198条に定

める贈収賄罪により

起訴され、判決確定後

なおその職にとどま

ろうとするときは、議

長は、当該議員の請求

により、市民に対する

説明会を開催し、当該

議員に出席、釈明させ

るものとする。 

 

（裁判中の取り扱いは、

「疑わしくは被告人

の有利に」との観点か

ら、結審・判決確定後

するべきではない

か？） 
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４ 前項の規定による請求は、当該議員が起訴され

た日の翌日から起算して５０日以内に行わなけ

ればならない。 

５ 議長は、第３項の規定による開催の請求があっ

たときは、説明会を開催しなければならない。こ

の場合において、当該議員は、説明会に出席し、

説明をしなければならない。 

６ 市民は、説明会において、当該議員が行った説

明に関し当該議員に質問することができる。 

 

【注釈】 

  原案第１０条を条文的に整備して第８条とし

た。 

  第１項を整備し、説明会の開催及び議員の出

席、説明義務については第２項で規定した。第３

項においては、説明会が開催されない場合の市民

又は議員による開催請求手続について規定し、説

明会の開催請求を求める期日を規定した原案第

２項については、条文を整備し、第４項とした。

第５項では、説明会の開催請求があったときの議

長及び議員の義務について、第６項においては、

市民の質問権について、それぞれ規定した。 

 

（職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明

会） 

第８条 前条の規定は、議員が職務関連犯罪により

有罪とする第一審判決の宣告を受けた場合にお

いて、その職にとどまろうとするときに準用す

る。この場合において、同条第４項中「起訴され

た日の翌日から起算して５０日以内」とあるの

は、「判決の宣告を受けた日の翌日から起算して

３０日を経過する日の翌日から２０日以内」と読

み替えるものとする。 

 

【注釈】 

  市条例との均衡上、第一審有罪判決後の説明会

について新たに規定することとした。 

 

（職務関連犯罪による有罪確定後の措置） 

第９条 議員は、職務関連犯罪により有罪とする判

決の宣告を受け、その判決が確定したときは、公

職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１条

第１項及び法第１２７条第１項の規定により失

職する場合を除き、辞職手続を執るものとする。 

２ 議会は、前項の規定による辞職手続を執らない

議員に対し、議会の名誉と品位を守り、市民の信

頼を回復するため、辞職を勧告するものとする。 
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【注釈】 

  本条は、有罪確定後について、議員が法的に失

職する場合を除き辞職の手続をしない場合に、本

条例を制定する意義から判断し、議会が、当該議

員の「辞職」について必要な措置をとるべきとし

て、その手続を規定することとした。 

 

（資産報告書の提出） 

第11条 審査会は、事案の解明のため必要があると

きは、資産報告書の提出を求めることができる。 

２ 審査会は、前項による資産報告書の提出があっ

たときは、これを市民に公開する。 

全文削除 

【注釈】 

審査会の行為に係る内容であり、本条例に規定

することができないため削除した。 

 

（資産報告書の提出） 

第10条⇒条文は、原案どおり。 

※第３回奈良市政治倫

理条例検討委員会の傍

聴報告（２）議員政治倫

理条例の問題点につい

て〈検討委員より口頭に

よる指摘〉⑥議会で附属

機関である審査会につ

いての規定を論ずるこ

とは越権行為である。と

の指摘を受ければ、第11

条全体を削除するのが

望ましいのでは。 

 原案賛成 （資産報告書の提出） 

第11条 審査会は、事案

の解明のため必要が

あるときは、資産報告

書の提出を求めるこ

とができる。 

２ 審査会は、前項によ

る資産報告書の提出

があったときは、法律

に別段の定めがある

場合を除きこれを市

民に公開する。 

 

（個人情報の保護） 

（議員の協力義務等） 

第12条 議員は、審査会の要求があるときは、審査

に必要な資料を提出し、または会議に出席し意見

を述べなければならない。 

２ 審査会は、必要があると認めたときは、公務所

及び公私の団体等に照会して実態を明らかにす

るものとする。 

３ 審査会は、議員が虚偽の報告をしたとき、また

は調査に協力しなかったときは、その旨を公表す

るものとする。 

（議員の協力義務等） 

第10条 議員は、審査会条例第  条第  項の規

定による求めがあったときは、必要な資料を提出

しなければならない。 

２ 議員は、審査会条例第  条第  項の規定に

よる求めがあったときは、審査会に出席し、意見

を述べ、又は説明をしなければならない。 

３ 議長は、審査会条例第  条第  項の規定に

より市長から議員が審査会の求めに応じなかっ

た旨の通知があったときは、その内容を速やかに

公表しなければならない。 

 

【注釈】 

  第２項及び第３項は審査会の行為に係る内容

であり本条例に規定することができないため削

除し、第１項のみ残した。 

  議員の協力義務を定めるものとして、必要な資

料の提出、審査会の会議への出席、意見表明、説

明などの義務づけについて規定した。また、第４

項において、議長は、議員が審査会の求めに応じ

なかった場合は、その内容を公表しなければなら

ないと規定した。審査会とのやりとりは専門的知

見の活用によるアドバイスを求めたい。 

（議員の協力義務等） 

第11条⇒条文は、原案どおり。 

※第１項のみでよい。第

３回奈良市政治倫理

条例検討委員会の傍

聴報告（２）議員政治

倫理条例の問題点に

ついて〈検討委員より

口頭による指摘〉によ

り。 

 原案賛成 （議員の協力義務等） 

第12条 議員は、審査会

の要求があるときは、

審査に必要な資料を

提出し、または会議に

出席し意見を述べな

ければならない。 

２ 審査会は、法律に別

段の定めがある場合

を除き、公務所及び公

私の団体等に照会し

て実態を明らかにす

るものとする。 

３ 審査会は、議員が虚

偽の報告をしたとき、

または調査に協力し

なかったときは、その

旨を公表するものと

する。 

 

（３項 憲法の代３８

条規定との整合性と

名誉回復の方法も検

討すべき） 
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(調査結果等の公表) 

第13条 条例第６条２項、第８条２項、第９条２項

、第11条２項、第12条３項の公表は、次に掲げる

方法により行う。 

（1） 市の広報紙又は議会の広報紙に掲載する方法 

（2） その他議長が適当と認める方法 

全文変更 

【注釈】 

原案第１３条の調査結果等の公表の手段に係

る規定については、公表は実態としてしみんだよ

り、議会だより、ホームページ等でケースに応じ

て効果的に行うものであり、特段条例で規定する

ことにはなじまないものとして全文変更するこ

ととした。 

 （調査報告書の公表等） 

 

第 11 条 議長は、審査会条例第  条第  項の

規定により市長から調査報告書の写しの送付を

受けたときは、その要旨を速やかに公表するとと

もに、その内容を前条第１項の規定による請求を

した市民又は議員の代表者に通知しなければな

らない。 

２ 議長は、前項の調査報告書の写しを、市長から

送付を受けた日の翌日から起算して５年を経過

する日まで保存しなければならない。 

３ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存さ

れている調査報告書の写しの閲覧を請求するこ

とができる。 

 

【注釈】 

  第２項で調査報告書の写しの保存年数につい

て、第３項で市民の調査報告書の写しの閲覧権に

ついて、それぞれ規定した。 

 

(調査結果等の公表) 

第12条 条例第７条２項、第８条２項、第９条

２項、第10条２項の公表は、次に掲げる方法

により行う⇒第１項について、一部修正。他

は、原案どおり。 

 

※正副委員長案で良い。  原案賛成 (調査結果等の公表) 

第13条 条例第６条２

項、第８条２項、第９

条２項、第12条３項の

公表は、次に掲げる方

法により行う。 

（1） 市の広報紙又は議

会の広報紙に掲載す

る 

（2） その他議長が適当

と認める手段 

（委任） 

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の

施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 

この条例は平成  年  月  日から施行する。 

 

（経過規定） 

１ この条例の施行の際、現に議員である者の第５

条の規定の適用については、同条第３項中「議員

の任期開始の日」とあるのは「この条例の施行の

日」とする。 

２ この条例の施行の際、既に工事等の契約を締結

しているものについては、この条例は、適用しな

い。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の

施行について必要な事項は、議長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 年 月 日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第６条第１項の規定は、この条例の施行の日（

以下「施行日」という。）以後に行われた議員の

行為について適用する。 

 

【注釈】 

  市民の調査請求権については、条例施行日以後

の議員の行為について適用することとした。 

 

３ 第７条から第９条までの規定は、施行日以後に

起訴され、又は有罪とする第一審判決の宣告を受

けた議員について適用する。 

 

【注釈】 

起訴後又は第一審有罪判決後の説明会の開催

（委任） 

第13条 ⇒条文は、原案どおり 

※正副委員長案で良い。  原案賛成  
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については、条例施行日以後の事象から適用する

こととした。 

 

（経過措置） 

４ この条例の施行の際現に議員である者の第４

条及び第５条の規定の適用については、第４条第

３項及び第５条第１項中「任期開始の日」とある

のは、「この条例の施行の日」とする。 

 

【注釈】 

請負契約等の遵守事項に係る辞退届及び宣誓

書の提出に係る本文中の「任期開始の日」からと

する規定ついては、条例の施行の日からに読み替

えて適用することとした。 

 

（検討） 

５ 議長は、この条例による改正後の奈良市議会議

員の政治倫理に関する条例（以下「改正後の条例

」という。）の施行後４年を経過するまでの間に

おいて、改正後の条例の施行状況を勘案し、必要

があると認めるときは、改正後の条例の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講じるものとする。 

 

【注釈】 

条例の施行後４年までの間に、条例の施行以後

の状況を勘案して、必要があると認めるときは、

見直しを行う規定を置くこととした。 

 

※原案附則第２項の規定については、工事等の契

約については適法な手続を経て締結されたと

ころであり、契約の安定的遂行の観点から本条

例が施行されたことによって、それ自体が左右

されるものではない。 

 


